
広島市内に居住する人への支援に関する相談がある

保健・医療・福祉の専門職

（地域包括支援センター職員、介護支援専門員、施設・病院等の相談員など）

広島市成年後見利用促進センターでは、認知症、知的障害、精神障害等により

判断能力が十分でないために、意思決定が困難な人を支える専門職に対して、

権利擁護や成年後見制度の利用という視点から、弁護士、司法書士、社会福祉士が

助言等を行う相談室を開催しています。

原則 毎月第４木曜日 １３時３０分 ～１６時３０分 （裏面参照）

相談枠 ： ①１３時３０分 ②１４時１５分 ③１５時００分 ④１５時４５分

※ 相談時間は１人につき３０分です。

082-207-3367
E-mail : kouken@shakyohiroshima-city.or.jp

住 所：〒７３２－０８２２

広島市南区松原町５番１号 BIG FRONT ひろしま６階

（社会福祉法人 広島市社会福祉協議会内）

広島市成年後見利用促進センター

広島市総合福祉センター
〒732-0822 広島市南区松原町５番１号（BIG FRONT ひろしま）

※ オンライン（zoom）や電話による相談可

開催場所

予約等について

対 象 者

保健・医療・福祉 の専門職 を対象とした

成年後見相談室

令和8年度版

問合せ先

※ 事前予約も可能。予約優先のため、お待ちいただく場合があります。

※ オンラインと電話での相談は、予約が必要です。

開催日時

予約不要・当日相談可



申込み・問合せ先

広島市成年後見利用促進センター

電 話 ：０８２－２０７－３３６７
F A X ：０８２－２６４－６４３７
E-mail ：:kouken@shakyohiroshima-city.or.jp

〒７３２－０８２２
広島市南区松原町５番１号
BIG FRONT ひろしま６階
（社会福祉法人 広島市社会福祉協議会内）

※ 相談無料（注）１ ２ 月 の 相 談 室 は 第 ３ 木 曜 日 の １ ２ / １ ７ に 開 催 し ま す 。
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日 程 曜 日 時 間 専門職

令和８年４月２３日 (木) １３：３０～１６：３０ 弁護士

５月２８日 (木) １３：３０～１６：３０ 司法書士

６月２５日 (木) １３：３０～１６：３０ 社会福祉士

７月２３日 (木) １３：３０～１６：３０ 弁護士

８月２７日 (木) １３：３０～１６：３０ 司法書士

９月２４日 (木) １３：３０～１６：３０ 社会福祉士

１０月２２日 (木) １３：３０～１６：３０ 弁護士

１１月２６日 (木) １３：３０～１６：３０ 司法書士

(注)１２月１７日 (木) １３：３０～１６：３０ 社会福祉士

令和９年１月２８日 (木) １３：３０～１６：３０ 弁護士

２月２５日 (木) １３：３０～１６：３０ 司法書士

３月２５日 (木) １３：３０～１６：３０ 社会福祉士

令和８年度 実施予定日
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